
○南伊豆町住宅リフォーム振興事業補助金交付要綱 

(趣旨) 

第1条 この要綱は、住宅の所有者が、町内施工業者を利用して住宅の安全性、耐

久性及び居住性の向上に関する改修工事を実施するにあたり、予算の範囲内にお

いて、費用の一部を補助することについて、南伊豆町補助金の交付等に関する規

則（平成17年規則第１号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。  

(定義) 

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。  

(1) 住宅とは、戸建ての住宅又は戸建ての併用住宅で、居住の用に供する部分

をいう。  

(2) 併用住宅とは、建築物に個人住宅部分及び店舗、事務所、賃貸住宅等の部

分があり、かつ、建築物が一体として登録されている住宅をいう。  

(3) 改修工事とは、住宅の増築、改築及び修繕のうち、別表に掲げる工事をい

う。  

(4) 町税等とは、法人町民税、固定資産税、国民健康保険税、町民税、軽自動

車税、入湯税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、水道料、下水道使用料、

下水道受益者負担金、保育所保育料、幼稚園保育料、道路占用料及び河川占用

料をいう。  

(5) 町内施工業者とは、町内に本店、支店、営業所等が登録されている法人及

び町に納税申告している個人事業者で、申請者が町税等を完納している者で

あって、かつ、第15条の規定に基づく町長の資格登録を受けている者をいう。 

(補助の範囲) 

第3条 町長は、住宅の改修工事に係る費用の一部を補助するため、予算の範囲内

において補助金を交付するものとする。  

2 前項の規定による補助金の交付は、同一住居及び同一人について１回限りとす

る。  

(補助対象者) 

第4条 補助を受けることができる者は、改修工事を行う住宅の所有者及び同一世

帯に属する者全員が町税等を滞納していない場合で、かつ、次の各号のいずれに

も該当する者とする。  

(1) 南伊豆町に１年以上住所を有する者（住民基本台帳法（昭和42年法律第81

号）に基づく住民票に記載されている者をいう。）  

(2) 改修工事を行う住宅の所有者であって、かつ、当該住宅に現に居住してい

る者  

(補助対象住宅) 

(平成22年3月31日要綱第19号)
改正 平成24年7月6日要綱第27号 平成25年8月6日要綱第20号 

平成25年10月2日要綱第31号 平成28年3月17日要綱第10号

平成30年8月29日要綱第61号



第5条 補助の対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。  

(1) 町内に存する住宅であること。  

(2) 建築基準法（昭和25年法律第201号）第６条第１項に規定する住宅にあって

は、建築基準法関係規定に適合する住宅であること。ただし、都市計画区域外

に存する住宅にあっては、この限りでない。  

(3) 建築基準法を遵守した住宅であること。  

(補助対象工事) 

第6条 補助の対象となる工事は、次の各号のいずれにも該当するものとする。  

(1) 改修工事に要する費用が、消費税及び地方消費税を除き、10万円以上のも

の  

(2) 町内施工業者が自ら行う改修工事  

(3) 申請年度の３月10日までに第11条に規定する完了報告を行うことができる

工事  

2 併用住宅の改修工事については、個人住宅部分を補助対象とし、共用部分につ

いては、床面積の割合で按分し、補助対象を算出する。ただし、賃貸住宅につい

ては、補助対象外とする。  

3 前２項に規定する改修工事に要する費用とは、当該事業について国、県又は本

町から他の補助金等の交付を受ける場合には、その額を減したものとする。  

(補助金の額) 

第7条 補助金の額は、改修工事に要する費用から消費税及び地方消費税を除いた

額が、100万円以上の場合は20万円、10万円以上100万円未満の場合は、当該工事

費の20％に相当する額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある

ときは、これを切り捨てるものとする。  

(補助金の申請) 

第8条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、南伊豆

町住宅リフォーム振興事業補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類

を添えて町長に申請しなければならない。  

(1) 申請者及び同一世帯に属する者の住民票の写し  

(2) 建物に関する登記事項証明書、当該物件の固定資産評価証明書又は売買契

約書の写し等建物所有者を明らかにする書類  

(3) 前号において対象住宅の権利者が他にいる場合は、改修工事施工同意書

（様式第２号）  

(4) 建築確認済証の写し又は証明書の写し（建築確認申請が必要な工事の場

合）  

(5) 工事見積書の写し（補助対象工事と他の工事を分離したもの）及び工事概

要書（工事箇所、区分、内容、使用材料等が分かるもの）  

(6) 対象住宅の案内図  

(7) 工事箇所の図面及び写真（施工前の状況が分かるもの）  

(8) その他町長が必要と認める書類  

(交付の決定) 



第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請内容を審査し、

補助金の交付の可否を決定したときは、南伊豆町住宅リフォーム振興事業補助金

交付決定（却下）通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。  

2 補助金の交付を決定する際の条件は、次のとおりとする。  

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、町長の承認を受けなければ

ならない。  

ア 補助事業に要する経費の配分を変更をする場合  

イ 補助事業の内容を変更する場合  

ウ 補助事業を中止し、又は廃止する場合  

(2) 補助事業が申請年度の３月10日までに完了しない場合又は補助事業の遂行

が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けなけ

ればならない。  

(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの

帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後３年間保管しなければならな

い。  

(変更等の承認申請) 

第10条 補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）が、前条第

２項第１号に規定する承認を受けようとする場合は、南伊豆町住宅リフォーム振

興事業補助金変更（中止・廃止）承認申請書（様式第４号）を速やかに町長に提

出しなければならない。  

2 町長は、前項の規定による変更等の承認申請があったときは、当該申請内容を

審査し、申請が適当であると認めたときは、南伊豆町住宅リフォーム振興事業補

助金変更等承認通知書（様式第５号）により交付決定者に通知するものとする。 

(完了報告) 

第11条 交付決定者は、改修工事が完了したときは、完成後14日以内に南伊豆町住

宅リフォーム振興事業補助金工事完了届（様式第６号）に工事代金領収書の写し

（工事内容の記載されたもの）、施工中及び施工後の写真を添えて町長に報告し

なければならない。  

(完了検査) 

第12条 町長は、前条の規定による完了報告を受けたときは、当該報告を受けた日

から14日以内に完了検査を行わなければならない。  

2 町長は、完了検査を行った日から10日以内に、その結果を南伊豆町住宅リ

フォーム振興事業補助金完了検査合格（不合格）通知書（様式第７号）により交

付決定者に通知するものとする。  

(請求) 

第13条 前条の合格通知を受けた者は、速やかに南伊豆町住宅リフォーム振興事業

補助金交付請求書（様式第８号）を町長に提出するものとする。  

(返還) 

第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該補助金

の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものと



する。  

(1) 当該補助対象事業以外の目的に使用したとき。  

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は申請について不正な行為があったと

き。  

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、南伊豆町住

宅リフォーム振興事業補助金交付取消通知書（様式第９号）により交付決定者に

通知するものとする。また、既に補助金を交付しているときは、南伊豆町住宅リ

フォーム振興事業補助金返還命令書（様式第10号）により返還を命ずるものとす

る。  

3 前項の規定により、補助金の返還を命じられた交付決定者は、町長の発する納

入通知書により当該補助金を返還しなければならない。  

(施工業者の資格登録) 

第15条 この要綱に基づく住宅改修工事施工業者の資格登録をしようとする者は、

南伊豆町住宅リフォーム振興事業工事施工業者資格登録申請書（様式第11号）

に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。  

(1) 申請者が法人の場合は、法人登記全部事項証明書  

(2) 申請者が個人の場合は、住民票  

(3) 町税完納証明書  

2 町長は、前項の申請があった場合は、当該申請内容を審査し、適当と認めた場

合は、その結果を南伊豆町住宅リフォーム振興事業資格登録通知書（様式第12

号）により当該施工業者に通知するとともに、資格を有する者の名簿に登録する

ものとする。  

3 町長は、資格登録を受けた者が提出書類に虚偽の事項を記載し、又は申請につ

いて不正な行為があったときは、当該登録を取り消し、その結果を南伊豆町住宅

リフォーム振興事業資格抹消通知書（様式第13号）により当該施工業者に通知す

るとともに、資格を有する者の名簿から削除する。  

(委任) 

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。  

附 則  

この要綱は、平成22年６月１日から施行する。  

附 則(平成24年7月6日要綱第27号)  

この要綱は、平成24年７月９日から施行する。  

附 則(平成25年8月6日要綱第20号)  

この要綱は、公布の日から施行する。  

附 則(平成25年10月2日要綱第31号)  

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年４月１日から適用する。  



附 則(平成28年3月17日要綱第10号)  

この要綱は、平成28年４月１日から施行する。  

附 則(平成30年8月29日要綱第61号)  

この要綱は、平成30年９月１日から施行する。  

別表(第２条関係) 

様式第１号(第８条関係) 
南伊豆町住宅リフォーム振興事業補助金交付申請書  

[別紙参照] 

様式第２号(第８条関係) 
改修工事施工同意書  

区分 改修工事の内容

増築  既存の住宅部分が無い場所に新たに住宅部分を建築し、又は既存の住宅
部分以外の部分を住宅部分に変更することにより住宅部分が増加する工事

改築  既存の住宅部分の一部を取り壊し、その場所に住宅部分を改めて建築す
る工事

修繕 １ 住宅の耐久性を高めるための工事で、次に掲げる工事  
（１）基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、とい、床、内壁、天井等の
修繕工事  
（２）塗装工事（外壁のみを行う場合を除く。）  
（３）建物のかさ上げ工事又は床を高くする工事  
（４）その他耐久性を高めるために必要な工事  
２ 住宅の安全性上又は防災上必要な工事で、次に掲げる工事  
（１）基礎若しくは土台の敷設工事又は補強工事  
（２）柱、はり等について有効な補強を行う工事  
（３）筋かい、火打等による補強工事  
（４）外壁を防火構造等とする防火性能を高める工事  
（５）屋根を不燃材料で吹き替える等の工事  
（６）避難設備、防火設備及び換気設備の設備工事  
（７）その他耐震性能向上、安全上又は防災上必要な工事  
３ 住宅の居住性を良好にするための工事又は住宅の衛生上必要な工事で
次に掲げる工事  
（１）間取りの変更等模様替えを行う工事  
（２）開口部等を設ける工事  
（３）台所、浴室又は便所を改良する工事  
（４）建具の取替え等の工事  
（５）壁紙の張替え工事  
（６）断熱構造化工事及び遮音工事  
（７）スロープ、手摺りの設置、滑りづらい床材への変更、建具の改修又
は段差を解消するなどバリアフリー化のための工事  
（８）公共下水道へ接続するための排水設備、取付管の工事  
（９）その他住宅の居住性を良好にするため、又は住宅の衛生上必要な工
事  
４ 環境負荷軽減に資する工事で、次に掲げる工事  
（１）高断熱化工事及び高気密化工事  
（２）太陽光パネル設置等による二酸化炭素排出量の低減に必要な工事  
（３）その他環境負荷軽減に資する工事 



[別紙参照] 

様式第３号(第９条関係) 
南伊豆町住宅リフォーム振興事業補助金交付決定（却下）通知書  

[別紙参照] 

様式第４号(第10条関係) 
南伊豆町住宅リフォーム振興事業補助金変更（中止・廃止）承認申請書  

[別紙参照] 

様式第５号(第10条関係) 
南伊豆町住宅リフォーム振興事業補助金変更等承認通知書  

[別紙参照] 

様式第６号(第11条関係) 
南伊豆町住宅リフォーム振興事業補助金工事完了届  

[別紙参照] 

様式第７号(第12条関係) 
南伊豆町住宅リフォーム振興事業補助金完了検査合格（不合格）通知書  

[別紙参照] 

様式第８号(第13条関係) 
南伊豆町住宅リフォーム振興事業補助金交付請求書  

[別紙参照] 

様式第９号(第14条関係) 
南伊豆町住宅リフォーム振興事業補助金交付取消通知書  

[別紙参照] 

様式第10号(第14条関係) 
南伊豆町住宅リフォーム振興事業補助金返還命令書  

[別紙参照] 

様式第11号(第15条関係) 
南伊豆町住宅リフォーム振興事業工事施工業者資格登録申請書  

[別紙参照] 

様式第12号(第15条関係) 
南伊豆町住宅リフォーム振興事業資格登録通知書  

[別紙参照] 

様式第13号(第15条関係) 
南伊豆町住宅リフォーム振興事業資格抹消通知書  

[別紙参照] 


